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千種地区まちづくりルール 
千種地区まちづくりルールは、平成17年３月31日に制定された「宝塚市開発

事業における協働のまちづくりの推進に関する条例（開発まちづくり条例）」

に基づいて、地区計画や景観形成基準を補完する地区独自のルールとして制定

するものです。 
このルールは、新たに開発事業を行う場合に適用されますので、現在の建物

等がこのルールに適合していない場合でも、直ちに改善を行う必要はありませ

んが、よりよい地区のまちづくりを推進するために、各自が可能な範囲で積極

的に取り組んでいきましょう。 
 

＜まちづくりルールを適用する区域＞ 
千種地区まちづくりルールを適用する区域は、宝塚市千種1丁目、2丁目、4丁

目、逆瀬川2丁目及び社町の各一部並びに千種3丁目です。 
この区域は、「千種地区地区計画」及び「千種景観計画特定地区」と同じで

す。 
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（目標及び方針） 
第１条 千種地区は、阪急今津線小林駅の西側に位置する閑静な丘陵部の住宅地

で、低層戸建て専用住宅を主体としたゾ－ンと低層戸建専用住宅と社宅等の

共同住宅を主体としたゾ－ンで構成された住宅地であり、今後も良好な居住

環境の維持・増進を図り、良好な市街地を形成することを目標とする。 
目標を達成するため、市、市民、開発事業者は、千種地区の地区まちづく

りルール、地区計画及び景観形成基準等を遵守し、協力してまちづくりの目

標の実現を図る。        

（定義) 
第２条 このルールにおける用語は、開発まちづくり条例の定義による。 
 
 
 
 
 
 
 

 

このルールに関連する主な用語は次のとおりです。 

・開 発 事 業 ：土地の区画形質の変更（開発行為、宅地造成）、建築物の

新築、増築、改築又は用途変更 
・住 民 ：地区内の土地所有者、建物所有者、建物占有者 
・開発事業者 ：開発事業を行おうとする者 

（開発事業情報の提供） 
第３条 住民及び市は、互いに開発事業に関する情報を提供して、開発事業が適

正に行われるよう協力するとともに、積極的に協働のまちづくりの推進に努

めるものとする。 

（ルールの周知） 
第４条 土地所有者、建物所有者及び開発事業者は、土地・建物の売却等を行う

際、土地及び建物の所有権等を新たに取得する者に対し、このルールを周知

しなければならない。 

（道路等との敷き際の配慮） 
第５条 開発事業者は、開発事業計画にあたっては、良好な住環境を維持・保全

するとともに、緑豊かで落着いた美しい街並みの形成を図るため、開発事業

区域と道路等との敷き際において、次の点に配慮するものとする。 
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(1) 既存の石垣や生垣は、できる限り活用するよう努める。 
(2) 道路に面する塀は、圧迫感を緩和させるようできるだけ後退し、道路と

の間は植栽帯を設けるよう努める。 

（共同住宅における周辺への配慮） 
第６条 開発事業者は、共同住宅の建築計画にあたっては、周辺環境と調和し、

快適で住みよい住環境を維持・保全するため、次の点に配慮するものとする。 
(1) 共同住宅の給水槽、機械室、機械式駐車場、ゴミステ―ションなどの附

属施設は、景観に配慮した配置や形態に努める。 
(2) 共同住宅の駐車場(平面駐車場及び機械式駐車場)の周囲は、緑化に努め、

目立たないように配慮する。 
(3) 共同住宅の駐車場の出入口は、交通安全に配慮し、交差点付近に配置し

ないように努める。 

（自然環境・景観への配慮） 
第７条 開発事業者は、開発事業計画にあたっては、周辺環境と調和し、安全で

安心して暮らせるまちの実現のために、自然環境・景観について、次の点に

配慮するものとする。 
(1) 開発事業者は、降雨時の浸水災害を防止するために、透水性舗装や雨水

貯留施設等を整備するなど、開発事業区域外への雨水排水量の増加を抑

制するよう努める。 
(2) 宅地の造成にあたっては、隣接地への圧迫感、地区の景観や安全性に配

慮し、出来る限り、擁璧を小さくするなど、周辺の地形等との調和を図

るよう努める。 
 
 

＜以上＞ 
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